有 限 会 社　　創

グループホーム　ニコニコ創　運営規程

第1条 有限会社　創が開設するグループホーム　ニコニコ創（以下「事業所」という。）が実施する認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。

（事業の目的）

第2条 この事業所が行う事業は要介護者（要支援２、要介護１～５）であって認知症の状態にあるものについて、共同生活住居において、家庭的な環境の下で入浴、食事、排泄等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。

（運営の方針）

第3条 利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行う。

２．利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行う。

３．事業計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。

４．共同生活住居における介護従業者は事業の提供にあたって、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対しサービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。

５．事業の提供にあたっては当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。

６．年に1回以上、自己評価及び外部評価を実施し、事業の質の改善を図るものとする。

７．２ヶ月に1回以上、運営推進会議を開催し、活動状況を報告し、運営推進会議から必要な要望や助言等を聴く機会を設ける。
（事業所の名称、ユニット名及び所在地）

第4条 この事業所の名称、ユニット名及び所在地は、次のとおりとする。

　（１）名　称　　　グループホーム　ニコニコ創

　（２）ユニット名　すこやか家、おだやか家

　（３）所在地　　　山口県防府市大字上右田２４５８－１
（従業者の職種、員数及び職務内容）

第5条 この事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

ユニット　すこやか家

（１）管理者　　　　　　　１名（おだやか家管理者と兼務）
　　　　この事業所に勤務する従業者の管理及び事業の利用申し込みに係わる調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
　（２）計画作成担当者　　　１名（介護従業者、小規模多機能スマイル創計画作成者と兼務）
　　　　事業計画を作成する。

　（３）看護師　　　　　　　１名（介護従業者、おだやか家看護師・介護従業者と兼務）
　　　事業提供にあたると同時に、健康状態、服薬の把握、介護従業者に対して医療面からの適切な指導、援助をする。

（４）介護従業者　　　　１０名以上
　　　事業提供にあたる。

ユニット　おだやか家

（１）管理者　　　　　　　１名（介護従業者、すこやか家管理者と兼務）

　　　　この事業所に勤務する従業者の管理及び事業の利用申し込みに係わる調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
　（２）計画作成担当者　　　１名（介護従業者と兼務）

　　　　事業計画を作成する。
（３）看護師　　　　　　　１名（介護従業者、すこやか家看護師・介護従業者と兼務）
　　　事業提供にあたると同時に、健康状態、服薬の把握、介護従業者に対して医療面からの適切な指導、援助をする。

　（４）介護従業者　　　　１０名以上
　　　　事業提供にあたる。

（利用定員）

第6条 この事業所の利用定員はすこやか家９名、おだやか家９名の計１８名（全個室）とする。
（事業の内容）

第７条　住居および食事の提供を行い、利用者に対して食事、入浴及び排泄等の援助を行う。
２．日常生活を通じた生活介護を行う観点から、施設での食事は原則として利用者と職員が共同で調理して行うように努める。

３．利用者の身体的、精神状況の的確な把握に努めるとともに、症状等に応じて医療機関への受診を図る等適切な対応を行う。
４．利用者に対して金銭管理の指導、健康管理の助言等の生活指導を行うとともに、緊急時の対応を行う。
５．グループホームの特性を活かした個別援助計画を作成し、利用者が安心して生活を送れるよう援助を行う。

（利用料その他の費用の額）

第８条　事業の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、事業が法定代理受領　サービスである時は、その１割、２割又は３割の額とする。利用料は別紙参照。
　
２．退去時、居室クリーニング代として11,000円を請求する。その他、破損等ある場合は差し引くものとする。
３．医療費は医療保険の自己負担額が必要となる。

４．利用者が通院する時は原則としてご家族が同行するものとする。
なお、ご家族がやむおえない場合には職員が通院、入退院に伴う送迎及び付き添いを行
う。ただし、通院時の交通費についてはご家族の負担とする。
５．理髪代、紙パンツ、尿取りパッド等介護用品代、歯ブラシ等の衛生品、化粧品等の贅沢
品は実費とする。その他、介護状況において個人的に必要と思われる物品は本人または家族の同意を得てからの実費購入とする。
６．前項の費用の額やサービス内容の提供にあたっては、あらかじめ利用者またはその家族に対し事前に文書で説明を行い、支払いに同意する旨の文書に署名（記名・押印）を受けることとする。

（入居にあたっての留意事項）

第９条　事業者は要介護状態（要支援２、要介護１～５）であって、認知症の状態にある者のう
ち少人数による共同生活を営むことに支障がない者に、介護を提供するものとする。

２．事業者は入居申込者の入居に際しては、主治医の診断書などにより、当該入居申込者が認知の状態であることの確認をしなければならない。

３．事業者は入居申込者が入院治療を要する者であること等、入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な事業者、介護保険施設、病院または診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
４．事業者は入居申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴などの把握に努めなければならない。
５．利用者が病院に入院し３ヶ月を超えた場合、又は明らかに３ヶ月以内に退院できる見込みがない場合、退所するものとする。
　　　ただし、入院後３ヶ月以内に退院することが明らかに見込まれる時は、その者及び家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該事業所に円滑に入居することができる。
６．　いつでも面会は可能とするが、なるべく面会時間はレクリエーション、食事、おやつの合間にお願いするものとする（午前１０時半～午前１１時半。午後２時～午後３時。午後４時～午後５時）。また、介護上（入居者とのコミュニケーション等）、防犯上（不審者対策等）、あるいは入浴、散歩、買い物等出かける事があるので、事前に連絡をお願いするものとする。
なお、コロナウイルス、インフルエンザ、ノロウイルスの流行時等、面会時間・方法に配慮または
遠慮いただく場合がある。
（非常災害対策）

第１０条　消防法施行規定第３条に規定する消防計画および風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第８条に規定する防火管理者を設置して災害対策を行う。
２．防火管理者は防火管理者講習修了者をあて、火元責任者には事業所介護職員をあてる。

　　　３．始業時・終業時には火災危険防止のため、自主的に点検を行う。

　　　
４．非常災害用の設備点検は契約保守業者に依頼する。点検の際は防火管理者が立ち会う。

　　　５．非常災害用設備は常に有効に保持するよう努める。
　　　６．火災発生や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行にあたるものとする。
　　　７．防火管理者は従業員に対して、防火教育・消防訓練を実施する。

　　　　　①防火教育及び基礎訓練（消火・通報・避難）　　年２回以上

　　　　　②利用者を含めた総合訓練　　　　　　　　　　　年２回以上

　　　　　③非常災害用設備の使用方法の徹底　　　　　　　随時

　

　　　８．その他必要な災害防止対策についても、必要に応じて対処する体制をとる。

（秘密保持等）

第１１条　事業所の従業者は正当な理由なく、業務上知りえた入居者またはその家族の秘密を漏らさない。
２．退職者等が正当な理由なく、業務上知りえた入居者またはその家族の秘密を漏らさぬよう必要な措置を講じる。

３．居宅介護支援事業者などに対して、入居者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により、入居者またはその家族の同意をえる。

（苦情処理）

第１２条　提供した事業に係わる入居者からの苦情に、迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。

２．提供した事業に関し、介護保険法第二十三条の規定により市町村が行う文書、その他物件の提出もしくは提示の求めまたは当該市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、および入居者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行うよう努める。
３．提供した事業に係わる利用者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第百七十六条第一項二号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行う。

（事故発生時の対応）

第１３条　入居者に対する事業提供により事故が発生した場合は、市町村、当該入居者の家族、当該入居者に係わる居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに必要な措置を講じる。
　　　２．入居者に対する事業提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
（虐待防止）

第１４条　事業所は利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講
ずるものとする。
①　虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につ
いて従業者に周知徹底を図る
②　虐待防止のための指針の整備
③　虐待を防止するための定期的な研修の実施
④　前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
２．事業所はサービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を
現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれ
を市町村に通報するものとする。
（その他運営に関する留意事項）

第１５条　従業者の資質向上を図るため、研修の機会を設け、業務体制を整備する。

　　　　　①採用時研修　　　採用後１ヶ月以内

　　　　　②継続研修　　　　年２回

（その他）

第１６条　この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社　創と施設長との協議に基づいて定めるものとする。
附則

この規程は、平成２７年　４月１日より施行する。

この規程は、平成２８年　４月１日より施行する。

この規程は、平成２８年　６月１日より施行する。

この規程は、平成２９年　１月１日より施行する。
この規程は、平成３０年１０月１日より施行する。

この規程は、平成３１年　３月１日より施行する。

この規程は、令和　５年　３月１日より施行する。
この規程は、令和　６年　３月１日より施行する。

